
伊勢原市職員内部通報制度に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）の規定に

基づき、伊勢原市（以下「本市」という。）における職員等からの内部通報を

適切に処理するために必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図る

とともに、より開かれた行政の実現を図ることにより、公務に対する市民の

信頼を確保し、もって公正で透明な市政運営に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「職員等」とは、次の各号のいずれかに該当する者

をいう。 

(1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定する一般

職の職員及び同条第３項第３号に規定する臨時又は非常勤の職員 

(2) 本市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務

に従事している者 

(3) 指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３

項に規定する指定管理者をいう。）の役員及びその管理する公の施設の管理

業務に従事している者 

(4) 前３号を１年以内に退職した者 

２ この要綱において、「内部通報」とは、職員等が本市の事務の管理、運営、

執行等に係る行為が次の各号のいずれかに該当すると思料する場合に、当該

行為について行う通報をいう。 

(1) 法令（条例及び規則を含む。）に違反し、又は違反するおそれのある行為 

(2) 市民等の生命、健康及び財産に重大な損害を与えるおそれのある行為 

３ この要綱において、「通報者」とは、内部通報をした職員等をいう。 

（内部通報） 

第３条 職員等は、第７条に規定する内部通報受付窓口に対し、内部通報するこ

とができる。 

２ 職員等は、内部通報書（第１号様式）により、書面、電子メールその他適切

な方法により内部通報をしなければならない。 
 （職員等の責務） 

第４条 職員等は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に内部通報を行わな

ければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を

得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって内部通報を

してはならない。 
２ 職員等は、原則として実名により内部通報をしなければならない。ただし、

内部通報に関する事実を具体的かつ客観的に証明できる資料がある場合は、

この限りでない。 
３ 職員等は、内部通報に係る調査に協力しなければならない。 
（通報者の保護） 

第５条 通報者及び内部通報の調査に協力した職員等は、当該内部通報を行っ



たこと又は調査に協力したことを理由に、人事、給与その他の職員の勤務条件

についていかなる不利益な取扱いも受けないこととする。 

２ 次条第１項に規定する内部通報処理管理責任者は、前項に規定する不利益

な取扱いがあり、回復のための措置が必要であると認められるときは、必要な

措置を遅滞なく行うものとする。 

 (内部通報処理管理責任者) 

第６条 内部通報に関する事務の適正な執行を管理させるとともに、その他内

部通報の全般を総括させるため、内部通報処理管理責任者を置く。 

２ 内部通報処理管理責任者は、人事主管部長を充てる。 

３ 内部通報処理管理責任者は、次条第１項に規定する通報窓口担当者からの

報告を受け、その者に対して指示を行うほか、内部通報等に関する事務を管理

する。 

４ 内部通報処理管理責任者は、内部通報に係る事務を人事主管課長、人事主管

係長その他の内部通報処理管理責任者が指定した者（以下「従事者」という。）

に補助させることができる。 

５ 内部通報処理管理責任者は、内部通報が、市長その他幹部職員に関係する場

合には、これらの者からの独立性を確保する措置をとる。 

（内部通報受付窓口の設置） 

第７条 職員等からの内部通報又は内部通報に係る相談を受けるため、内部通

報受付窓口（以下「通報窓口」という。）を人事主管課に設置し、通報窓口担

当者を配置する。 

２ 通報窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。 

(1) 内部通報の受付に関すること。 

(2) 内部通報に係る連絡調整に関すること。 

(3) 内部通報に係る相談に関すること。 

３ 通報窓口担当者は、前条第４項に掲げる従事者が兼ねることができる。 

（内部通報の受理） 

第８条 内部通報処理管理責任者は、通報窓口が内部通報を受けたときは、その

内容を聴取する等により当該内部通報の趣旨の確認に努めなければならない。 

２ 内部通報処理管理責任者は、内部通報が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、受付をしないことができる。 

(1) 他の行政機関に関するもの又は第２条第２項各号に規定する行為に該当

しない場合 

(2) 不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正な目的で

あることが明らかな場合 

(3) 内部通報の内容に虚偽又は明らかな事実誤認がある場合 

(4) 通報者が氏名及び連絡先を明らかにせず、内部通報に関する事実を具体

的かつ客観的に証明できる資料がない場合 

(5) 内部通報の内容が、職員等の自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その

他勤務条件に係る場合 



(6) その他不適当と認められる場合 

３ 内部通報処理管理責任者は、通報窓口が内部通報を受けたときは、内部通報

に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しなければならない。 

４ 内部通報処理管理責任者は、通報者に対して内部通報をしたことに対する

不利益な取扱いがないこと及び通報者の秘密が保持されること等を通報者に

説明しなければならない。 

５ 内部通報処理管理責任者は、通報者に対して内部通報を受理した場合はそ

の旨を、受理しない場合は受理しない旨及びその理由を速やかに通知するも

のとする。ただし、通知を希望しない通報者にあっては、この限りでない。 

（調査） 

第９条 内部通報処理管理責任者は、前条の規定により受理した内部通報につ

いて、調査の必要があると認めたときは、内部通報に関する秘密が保持される

よう十分に配慮し、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行わな

ければならない。 

２ 内部通報処理管理責任者は、調査を実施する場合はその旨を、実施しない場

合はその旨及びその理由を通報者へ通知するものとする。ただし、通知を希望

しない通報者にあっては、この限りでない。 

（調査結果の報告及び通知） 

第１０条 内部通報処理管理責任者は、調査の結果、当該内部通報に関し、違法

な事実等の存在があると認められるとき及び報告が必要であると認められる

ときは、速やかにその調査結果等を任命権者に報告する。 

２ 内部通報処理管理責任者は、調査の結果、当該内部通報に関し、違法な事実

等の存在が認められなかったとき又は調査を実施しても違法な事実等の存在

が判明しないときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。 

３ 内部通報処理管理責任者は、調査の結果を速やかに通報者へ通知しなけれ

ばならない。ただし、通知を希望しない通報者にあっては、この限りでない。 

（是正措置） 

第１１条 任命権者は、前条第１項の報告を受けた場合において改善が必要と

認めるときは、速やかに当該内部通報に係る担当部署の長又は職員等に対し

て、是正措置及び再発防止策などを講じるよう命ずるものとする。 

２ 前項の指示を受けた担当部署の長又は職員等は、速やかに是正措置を講じ

るとともにその内容を任命権者及び内部通報処理責任者に報告するものとす

る。 

３ 内部通報処理管理責任者は、前項の報告を受けたときは、通報者に対してそ

の内容を報告しなければならない。ただし、通知を希望しない通報者にあって

は、この限りでない。 

（利益相反関係の排除） 

第１２条 内部通報処理管理責任者及び従事者は、次の各号のいずれかに該当

する者である場合は、内部通報への対応に関与してはならない。 

(1) 法令違反行為等の発覚や調査の結果により、実質的に不利益を受ける者 



(2) 通報者又は当該内部通報に係る職員等と親族関係にある者 

(3) 内部通報に係る事案に関する公正な調査や措置等の検討又は実施を阻害

し得る者 

（情報の管理） 

第１３条 内部通報処理管理責任者及び従事者は、当該職務に関して知り得た

秘密を正当な理由がある場合を除き、漏らしてはならない。その職を退いた後

も同様とする。 

２ 内部通報処理管理責任者及び従事者は、当該対応手続において知り得た個

人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

３ 内部通報処理管理責任者及び従事者は、内部通報に関する秘密保持及び個

人情報保護の徹底を図るため、内部通報への対応時及び対応終了後において、

次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定するこ 

と。 

(2) 通報者及び内部通報の調査に協力した職員等を特定させる事項について

は、当該内部通報に係る職員等及びその関係者に対して開示しないこと。 

(3) 通報者及び内部通報の調査に協力した職員等を特定させる事項を、情報

共有が許される範囲外に開示する場合は、通報者及び内部通報の調査に協力

した職員等から、書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。 

 (4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並 

びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者及び

内部通報の調査に協力した職員等に対して明確に説明すること。 

４ 通報窓口における内部通報への対応に関する秘密保持及び個人情報の保護

については、前３項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法令等に従

うものとする。 

５ 内部通報処理管理責任者は、関係資料の秘密の保持に配慮し、適切な管理方

法により処理終了後１０年間これを保存しなければならない。この場合にお

いて、通報者及び内部通報の調査に協力した職員等の個人情報の管理につい

ては、その漏えいの防止等特段の配慮をしなければならない。 

（公表） 

第１４条 市長は、内部通報の件数について、毎年度公表するものとする。 

 （その他）  

第１５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和４年６月１日から施行する。 


